
①　有償・無償のボランティア等による活動や支援を行う団体

②　５人以上の支援者で構成される団体

要支援１・２の認定を受けている人や事業対象者を支援していること

①　生活援助等の支援の提供

②　利用者の介護度の把握

③　地域包括支援センターとの連携

申請・問い合わせ先

大分市長寿福祉課　地域支援担当班

〒８７０－８５０４　大分市荷揚町２番３１号

電話　０９７（５３７）５７４６

FAX   ０９７（５４８）５３８７

補助要件

活動内容

申請期間

　　※宗教・政治活動を目的とした団体、市税を滞納している団体、
　　　暴力団関係団体は対象となりません。

支援が必要な高齢者等の自宅において、日常生活における困りごとに対する軽度
な生活援助（掃除・洗濯・買い物・ゴミ出し・庭の手入れ等）を行う

利用者が要支援者や事業対象者であれば、地域包括支援センターと協力して支援
する

４月１日～３月１日

③　活動拠点を大分市内とし、活動範囲を小学校の通学区域以上とする団体

高齢者等の生活援助を行うボランティア団体に対し、立上げや運営経費を補助します

大分市
地域お互いさま活動事業

※基本額　２０万円、支援する高齢者の介護度に応じた加算額　１０万円

１団体あたり〈上限額〉３０万円

申請資格

詳細は手引きを

ご覧ください。


